
○乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則 

平成18年３月６日 

規則第77号 

改正 平成18年４月11日規則第190号 

平成18年９月26日規則第207号 

平成20年３月18日規則第11号 

平成21年３月24日規則第10号 

平成22年９月17日規則第16号 

平成22年10月27日規則第20号 

平成25年３月29日規則第22号 

平成26年９月30日規則第14号 

平成27年７月31日規則第21号 

平成28年３月１日規則第５号 

平成28年８月１日規則第19号 

平成30年３月30日規則第９号 

平成30年７月４日規則第21号 

平成30年10月26日規則第24号 

（目的） 

第１条 この規則は、乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者に対して、医療

費の一部を給付し、適正な医療を確保することにより、これらの者の心身の健康を

保持するとともに、生活の安定を図り、もって乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度

心身障害者の福祉の増進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 乳幼児 出生の日から６歳に達する日以後の最初の３月31日までの間の者をい

う。 

(2) 小中学生 ６歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から15歳に達する日以

後の最初の３月31日までの間にある者をいう。 

(3) 妊産婦 妊娠５月に達する日の属する月の初日から出産した日の属する月の翌



月末日までの間の者をいう。 

(4) 重度心身障害者 次の事項のいずれかに該当することとなった日の属する月の

初日から該当しなくなった日の属する月の末日までの者をいう。 

ア 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１項に規定する身体障害

者手帳の交付を受けている者（同項ただし書に規定する保護者が交付を受けて

いるときは、本人）で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が１

級又は２級のもの 

イ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）第３条の規

定により特別児童扶養手当を支給されている者が監護し又は養育する同条に定

める要件に該当する障害児で、同法第２条第５項に規定する障害等級の１級に

該当するもの 

ウ 国民年金法（昭和34年法律第141号）の規定により同法に規定する障害基礎年

金を支給されている者（同法の規定により支給を一時停止されている者を含

む。）又は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成16年

法律第166号）第３条の規定により特別障害給付金を支給されている者で、障害

の程度が国民年金法第30条第２項に規定する障害等級の１級に該当するもの 

エ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害児又は知的障

害者と判定された者 

(5) 保護者 親権を行う者及び後見人をいう。 

(6) 監護者 保護者その他の者で現に次条に規定する受給者を監護しているものを

いう。 

(7) 医療保険各法 健康保険法（大正11年法律第70号）、船員保険法（昭和14年法

律第73号）、私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号）、国家公務員共済組

合法（昭和33年法律第128号）、国民健康保険法（昭和33年法律第192号）、地方

公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）又は高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号）をいう。 

(8) 保険証 被保険者証、組合員証、加入者証又は被扶養者証等保険給付を受ける

ために発行された証をいう。 

(9) 医療費 医療保険各法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成17年法律第123号）その他医療に関する法律等の規定による医療に



要する費用の額 

(10) 医療機関等 健康保険法第63条第３項第１号に規定する保険医療機関若しく

は保険薬局、同法第88条第１項に規定する指定訪問看護事業者又はこれらに準ず

る者をいう。 

（受給者） 

第３条 この規則による医療費の給付を受けることができる者（以下「受給者」とい

う。）は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 市の区域内に住所を有する乳幼児、小中学生、妊産婦又は重度心身障害者で、

医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であるもの 

(2) 市の区域内に住所を有しない乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者で

国民健康保険法第116条又は第116条の２の規定により市の国民健康保険の被保険

者であるもの 

(3) 市の区域内に住所を有しない重度心身障害者で高齢者の医療の確保に関する法

律第55条又は第55条の２の規定により岩手県後期高齢者医療広域連合の被保険者

（同条の規定の適用を受ける者に係る変更前の住所が市の区域内であった者に限

る。）であるもの 

（受給者の制限） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給者から

除くものとする。 

(1) 乳幼児及び小中学生については、その監護者の前年の所得（１月から７月まで

に受給原因が発生した場合は、前々年の所得とする。以下同じ。）が、その者の

所得税法（昭和40年法律第33号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族（以下

「扶養親族等」という。）並びにその扶養親族等でない乳幼児及び小中学生でそ

の監護者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、

児童扶養手当法施行令（昭和36年政令第405号）第２条の４第２項に定める額（前々

年の所得の場合は、前年の同項に定める額）に80万円を加えた額以上である者 

(2) 妊産婦については、その監護者又は本人の前年の所得が、前号に定める額以上

である者 

(3) 重度心身障害者については、次のア又はイに該当する者 

ア 本人の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等



の支給に関する法律施行令（昭和50年政令第207号）第７条に定める額に35万円

を加えた額を超える者 

イ 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含

む。）又は民法（明治29年法律第89号）第877条第１項に定める扶養義務者で主

としてその重度心身障害者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶

養親族等の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行

令第８条第１項において準用する同令第２条第２項に定める額に35万円を加え

た額以上である者 

２ 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、同項第１号又は第２号につ

いては児童扶養手当法施行令第３条及び第４条の規定の例により、同項第３号につ

いては特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第８条第２項から第４項まで

の規定において準用する同令第４条及び第５条の規定の例による。 

（受給者の制限の特例） 

第５条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、受給者とす

ることができる。 

(1) 災害その他特別の事情により、市税条例（平成18年久慈市条例第76号）第52条

の規定により市民税を減免された者又は同条例第158条の規定により国民健康保

険税を減免された者及びこれらに相当する者であると市長が認めたもの 

(2) 所得税法第30条に規定する退職所得金額その他一時的な所得金額のうち、市長

が控除することが適当と認めた金額をこれらの所得から控除した場合、前条第１

項各号のいずれかに該当しない者 

（給付の額） 

第６条 この規則により給付する額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の

診療報酬明細書（訪問看護療養費明細書を含む。）又は医療保険各法に定める療養

費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により受給者

が負担すべき額（国又は地方公共団体の負担により給付される額を除く。以下「受

給者負担額」という。）から、入院外に係る医療費については1,500円、入院に係る

医療費については5,000円を控除した額に相当する額とする。ただし、医療保険各法

の規定により同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及

び高額介護合算療養費（以下「高額療養費等」という。）が算定される場合におい



ては、受給者負担額は、当該合算した額から高額療養費等を控除した額を一部負担

金等の額に応じて按分することにより算定した額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の給付の額は、受

給者負担額に相当する額とする。 

(1) 受給者が出生の日から15歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある場

合 

(2) 受給者及び監護者が、地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による当該年度

分の市町村民税（同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規

定によって課する所得割を除く。）が課されない者（市町村の条例で定めるとこ

ろにより当該市町村民税を免除されたものを含むものとし、当該市町村民税の賦

課期日において同法の施行地に住所を有しないものを除く。）である場合 

３ 前２項の規定にかかわらず、入院に伴う給付の額は、これらの規定により算定さ

れた額から当該食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額を控除し

た額とする。 

（受給者証の交付申請） 

第７条 この規則による医療費の給付を受けようとする者は、あらかじめ、次の各号

に掲げる受給者の区分に応じ、当該各号に定める申請書に別に定める書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

(1) 乳幼児又は小中学生 子ども医療費受給者証交付（更新）申請書（様式第１号） 

(2) 妊産婦 妊産婦医療費受給者証交付申請書（様式第２号） 

(3) 重度心身障害者 重度心身障害者医療費受給者証交付（更新）申請書（様式第

３号） 

（受給者証の交付） 

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、この規

則による給付を受ける資格（以下「受給資格」という。）があると認めた者につい

ては乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費受給者証（様式第４号。

ただし、その者が乳幼児又は妊産婦である場合は様式第４号の２。以下「受給者証」

という。）を交付するとともに、医療費受給者証交付台帳（様式第５号）に記載し、

受給資格がないと認めた者については医療費受給者証交付（更新）不承認通知書（様

式第６号）によりその旨を通知するものとする。 



（受給者証の有効期間） 

第９条 受給者証の有効期間は、市長が認定した日から翌年の７月31日までとする。

ただし、当該認定の日が１月から７月までの間である場合は、当該認定の日の属す

る年の７月31日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、受給者が乳幼児のうち、当該認定の日から起算した最

初の３月31日が、その者が６歳に達する日以降の最初の３月31日（以下「乳幼児期

間満了日」という。）である者（以下「乳幼児期間満了児」という。）である場合

には、乳幼児期間満了日までとし、妊産婦である場合には、出産の属する月の翌月

末日までとする。 

（受給者証の更新等） 

第10条 市長は、前条第１項の有効期間が満了する前に、受給者証を更新するものと

する。ただし、受給者が乳幼児期間満了児又は妊産婦である場合は、この限りでな

い。 

２ 第７条及び第８条の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、

第７条中「この規則による医療費の給付を受けようとする者は、あらかじめ」とあ

るのは、「受給者証の更新を受けようとする受給者（妊産婦を除く。）又はその保

護者若しくは監護者は、第９条に規定する有効期間が終了する前に」と読み替える

ものとする。 

３ 市長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合には、前

項の規定にかかわらず、第７条に規定する申請書の提出を求めないことができる。 

４ 市長は、受給者が乳幼児期間満了児であり、乳幼児期間満了日以降も受給資格を

有すると認められる場合には、前条第２項の有効期間が満了する前に、様式第４号

の２による受給者証に替え、様式第４号による受給者証を交付するものとする。 

（受給者証の再交付） 

第11条 受給者又はその保護者（以下「受給者等」という。）は、第８条の規定によ

り交付された受給者証を破損し、又は亡失したときは、医療費受給者証再交付申請

書（様式第７号）を市長に提出して、受給者証の再交付を申請することができる。 

（受給者証の提示） 

第12条 受給者等は、受給者が医療を受けようとするには、当該医療を受けようとす

る医療機関等に対し、保険証とともに受給者証を提示しなければならない。 



（医療費の給付申請） 

第13条 受給者等は、この規則による医療費の給付を受けようとするときは、医療機

関等から乳幼児・小中学生・妊産婦・重度心身障害者医療費給付申請書又は医療費

給付申請書（様式第８号）に医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により

当該被保険者、組合員又は加入者が負担すべき額を支払ったことの証明を受け、当

該申請書を市長に提出しなければならない。 

（給付の決定） 

第14条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は医療費給付決定通知書（様式第９号）により、不適当と認めたときは医療費給付

不承認通知書（様式第10号）により、その旨を受給者等に通知するものとする。 

（届出の義務） 

第15条 受給者等は、受給者証に記載されている事項その他次に定める事項について

変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって

生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。 

(1) 保護者氏名又は住所 

(2) 保険種別 

(3) 被保険者名、組合員名又は加入者名 

(4) 保険者名又は組合名 

(5) 保険証の記号又は番号 

(6) 付加給付の内容 

(7) 受給資格の該当要件 

(8) 重度心身障害者が65歳に達したこと。 

(9) 口座番号、銀行名その他振込先に係る事項 

(10) 受給者及び監護者の市民税の課税の有無 

２ 前項各号に掲げる事項に係る届出は、医療費受給資格変更届（様式第11号）に受

給者証を添えて、行わなければならない。 

３ 第１項に規定する受給資格を失ったときの届出は、医療費受給資格喪失届（様式

第12号）により行わなければならない。 

４ 第１項に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出

は、第三者行為傷病届（様式第13号）により行わなければならない。 



（受給者証の返還） 

第16条 受給者は、第３条の規定に該当しなくなったときは、前条第３項の届出を行

うとともに、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。 

（給付の制限） 

第17条 市長は、受給者等が受給者の疾病又は負傷について損害賠償を受けたときは、

その額の範囲内において、給付を要する費用の全部若しくは一部を支給せず、又は

既に給付した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。 

（受給権の保護） 

第18条 この規則による給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（不正利得の返還） 

第19条 市長は、偽りその他の不正の行為により、この規則による給付を受けた者が

あるときは、その者から既に給付した金額の全部又は一部を返還させることができ

る。 

２ 前項の規定による医療費の返還の通知は、医療費返還通知書（様式第14号）によ

り行うものとする。 

（備付帳簿） 

第20条 市長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。 

(1) 医療費受給者証交付台帳 

(2) 医療費給付台帳（様式第15号及び様式第15号の２） 

(3) 収入金等整理台帳（様式第16号） 

（補則） 

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成18年３月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市乳幼児、妊産婦及び重度心身

障害者医療費給付条例（昭和48年久慈市条例第36号）、久慈市乳幼児、妊産婦及び

重度心身障害者医療費給付条例施行規則（平成元年久慈市規則第７号）、山形村乳

幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例（昭和48年山形村条例第19号）又



は山形村乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則（昭和63年山

形村規則第７号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの

規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成18年４月11日規則第190号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年９月26日規則第207号）抄 

（施行期日等） 

第１条 この規則は、平成18年10月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則（以

下「新乳幼児等給付規則」という。）、母子家庭医療費給付規則、寡婦等医療費給

付規則及び老人医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日以後の受療について

適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。 

（乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正前の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付

規則（以下「旧乳幼児等給付規則」という。）の様式による乳幼児、妊産婦及び重

度心身障害者医療費受給者証は、当分の間、同条の規定による新乳幼児等給付規則

の様式によるものとみなす。 

２ 第１条の規定による旧乳幼児等給付規則の様式による医療費給付申請書は、当分

の間、これを取り繕って使用することができる。 

附 則（平成20年３月18日規則第11号） 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、母

子家庭医療費給付規則並びに寡婦等医療費給付規則の規定は、この規則の施行の日

以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。 

（経過措置） 

３ この規則による改正前の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、母

子家庭医療費給付規則並びに寡婦等医療費給付規則の様式は、当分の間、これを取

り繕って使用することができる。 

附 則（平成21年３月24日規則第10号）抄 



（施行期日等） 

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年９月17日規則第16号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成22年10月27日規則第20号） 

１ この規則は、平成23年１月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の乳幼児、小学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付

規則及びひとり親家庭医療費給付規則は、この規則の施行の日（以下「施行日」と

いう。）以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例によ

る。 

３ 改正前の乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則第８条及びひとり親

家庭医療費給付規則第６条の規定により受給者証の交付を受けている者に係る施行

日以後の申請、交付、届出及び通知については、改正前の乳幼児、妊産婦及び重度

心身障害者医療費給付規則及びひとり親家庭医療費給付規則の規定によることがで

きるものとする。 

附 則（平成25年３月29日規則第22号） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の乳幼児、小学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付

規則、ひとり親家庭医療費給付規則及び寡婦等医療費給付規則の規定は、この規則

の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例に

よる。 

附 則（平成26年９月30日規則第14号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給

付規則、ひとり親家庭医療費給付規則及び寡婦等医療費給付規則は、この規則の施

行の日（以下「施行日」という。）以後の受療について適用し、同日前の受療につ

いては、なお従前の例による。 

３ 改正前の乳幼児、小学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則第８条、ひ



とり親家庭医療費給付規則第６条及び寡婦等医療費給付規則第６条の規定により受

給者証の交付を受けている者に係る施行日以後の申請、交付、届出及び通知につい

ては、改正前の乳幼児、小学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則、ひと

り親家庭医療費給付規則及び寡婦等医療費給付規則の規定によることができるもの

とする。 

附 則（平成27年７月31日規則第21号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給

付規則は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療について

は、なお従前の例による。 

附 則（平成28年３月１日規則第５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であっ

てこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にさ

れた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現

に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（平成28年８月１日規則第19号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者医療費給

付規則及びひとり親家庭医療費給付規則は、この規則の施行の日以後の受療につい

て適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。 

附 則（平成30年３月30日規則第９号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 



附 則（平成30年７月４日規則第21号） 

この規則は、平成30年10月１日から施行する。 

附 則（平成30年10月26日規則第24号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成30年１月１日から適用する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第７条、第10条関係） 

様式第２号（第７条、第10条関係） 

様式第３号（第７条、第10条関係） 

様式第４号（第８条から第12条、第15条、第16条関係） 

様式第４号の２（第８条から第12条、第15条、第16条関係） 

様式第５号（第８条、第20条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

様式第７号（第11条関係） 

様式第８号（第13条関係） 

様式第９号（第14条関係） 

様式第10号（第14条関係） 

様式第11号（第15条関係） 

様式第12号（第15条関係） 

様式第13号（第15条関係） 

様式第14号（第19条関係） 

様式第15号（第20条関係） 

様式第15号の２（第20条関係） 

様式第16号（第20条関係） 

 


